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○

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
投
資
家
向
け
有
価
証
券
に
該
当
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手

（
特
定
投
資
家
向
け
有
価
証
券
に
該
当
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手

続
等
）

続
等
）

第
四
条
の
三

（
略
）

第
四
条
の
三

（
略
）

２

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に

２

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
数
と
す
る
。

計
算
し
た
数
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

外
国
特
定
有
価
証
券

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価

二

外
国
特
定
有
価
証
券

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価

証
券
の
保
管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
法
第
三
十
四

証
券
の
保
管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
法
第
三
十
四

条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
有
す
る

条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
有
す
る

当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い

当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
（
非
居
住
者

る
者
（
非
居
住
者
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に

（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住

規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ

者
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）

。
）
を
除
く
。
）
の
数

の
数

３

（
略
）

３

（
略
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

）

）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当

４

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

内
国
特
定
有
価
証
券

次
に
掲
げ
る
内
国
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ

一

内
国
特
定
有
価
証
券

次
に
掲
げ
る
内
国
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数

イ

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券

申
請
時
又
は
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る

イ

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券

申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
特
定
期
間
の

特
定
期
間
の
直
前
特
定
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
特
定
期
間

直
前
特
定
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
特
定
期
間
」
と
い
う
。

」
と
い
う
。
）
の
末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価
証
券
に
係
る
収
益
金
の

）
の
末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価
証
券
に
係
る
収
益
金
の
支
払
事
務
を

支
払
事
務
を
行
う
者
の
有
す
る
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に

行
う
者
の
有
す
る
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て

記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

い
る
者
の
数

ロ

内
国
投
資
証
券
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
投
資
証
券
に

ロ

内
国
投
資
証
券
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
投
資
証
券
に

限
る
。
）

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
投
資
信
託
及

限
る
。
）

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資

に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
主
名
簿
に
記

主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

ハ

内
国
投
資
証
券
（
新
投
資
口
予
約
権
証
券
に
限
る
。
）

申
請
時
又
は

ハ

内
国
投
資
証
券
（
新
投
資
口
予
約
権
証
券
に
限
る
。
）

基
準
特
定
期

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

間
の
末
日
に
お
い
て
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
八

律
第
八
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
新
投
資
口
予
約
権
原
簿
そ
の
他

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
新
投
資
口
予
約
権
原
簿
そ
の
他
の
そ
の
所
有

の
そ
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

ニ

内
国
投
資
証
券
（
投
資
法
人
債
券
に
限
る
。
）

申
請
時
又
は
基
準
特

ニ

内
国
投
資
証
券
（
投
資
法
人
債
券
に
限
る
。
）

基
準
特
定
期
間
の
末

定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
投
資
法
人
債
管
理
者
等
の
有
す
る
当
該
投
資
法

日
に
お
い
て
投
資
法
人
債
管
理
者
等
の
有
す
る
当
該
投
資
法
人
債
券
の
所

人
債
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

ホ

内
国
資
産
流
動
化
証
券

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い

ホ

内
国
資
産
流
動
化
証
券

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
資
産
流
動

て
資
産
流
動
化
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
優
先
出
資
社
員
名
簿

化
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
優
先
出
資
社
員
名
簿
に
記
載
さ
れ
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に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
投
資
法
人
債
管
理
者
等
の
有

、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
投
資
法
人
債
管
理
者
等
の
有
す
る
当
該
特

す
る
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記

定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い

録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

る
者
の
数

ヘ

内
国
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証
券

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の
末

ヘ

内
国
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証
券

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て

日
に
お
い
て
資
産
流
動
化
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利

資
産
流
動
化
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
者
名
簿
に
記

者
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

ト

内
国
信
託
受
益
証
券

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て

ト

内
国
信
託
受
益
証
券

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
信
託
法
第
百

信
託
法
第
百
八
十
六
条
に
規
定
す
る
受
益
権
原
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記

八
十
六
条
に
規
定
す
る
受
益
権
原
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い

録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

る
者
の
数

チ

内
国
信
託
社
債
券

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
会

チ

内
国
信
託
社
債
券

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
会
社
法
（
平
成

社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
六
百
八
十
一
条
に
規
定
す
る

十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
六
百
八
十
一
条
に
規
定
す
る
社
債
原
簿
に

社
債
原
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

リ

内
国
信
託
受
益
権

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当

リ

内
国
信
託
受
益
権

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価

該
特
定
有
価
証
券
の
信
託
財
産
の
受
託
者
の
有
す
る
当
該
特
定
有
価
証
券

証
券
の
信
託
財
産
の
受
託
者
の
有
す
る
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の

の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

ヌ

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ

ヌ

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ

る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の

る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い

末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
で
あ
る
社
員
と
し
て
定
款

て
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
で
あ
る
社
員
と
し
て
定
款
に
記
載
さ
れ

に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

ル

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ

ル

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ

る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の

る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い

末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
の
有
す
る
当
該
特
定
有
価

て
当
該
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
の
有
す
る
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有

証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数
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二

外
国
特
定
有
価
証
券

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当

二

外
国
特
定
有
価
証
券

基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価

該
特
定
有
価
証
券
の
保
管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は

証
券
の
保
管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
登
録
金
融
機

登
録
金
融
機
関
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
う

関
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。
）
の
有
す

。
）
の
有
す
る
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は

る
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
（
非
居
住

記
録
さ
れ
て
い
る
者
（
非
居
住
者
を
除
く
。
）
の
数

者
を
除
く
。
）
の
数

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
略
）


